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県内平成の合併結果

○市の動向
１１市中、１０市が合併に参加した。
※館林市のみ、合併の動きが見られませんでした。

○町村の動向
◆市と合併 ２５町村→１０市に編入ないしは

新設合併（館林を除く）
◆新市設置 ３町村→１市誕生（みどり市）
◆合併後も町村 ７町村→３町（神流町、みなかみ

町、東吾妻町）
計 ３５町村→１４市町

東 村 吾 妻 町
村の木 すぎ 町の木 けやき
指定年月日 昭和 年 月 日 指定年月日 昭和 年 月 日57 11 3 63 4 1
村の花 ききょう 町の花 水仙
指定年月日 昭和 年 月 日 指定年月日 昭和 年 月 日57 11 3 63 4 1
村の鳥 やまどり 町の鳥 キジ
指定年月日 昭和 年 月 日 指定年月日 昭和 年 月 日57 11 3 63 4 1
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両町村の木、花、鳥



 来年３月２７日の

東吾妻町誕生に向けて
　東村と吾妻町は、来年３月２７日（月）に合併して東吾妻町になりますが、東吾妻町誕生のためには、両町村
の行政制度（１，５００～２，５００項目）の調整が必要となります。合併協議会では、以下のような調整方針のも
と、東吾妻町誕生に向けて行政制度の調整が進められています。

行政制度の調整とは

　行政制度の調整とは、現在両町村が行っている各種の事務事業について、現在の状況を踏まえつつ、東吾妻町
において当面どのように進めていくかを明らかにすることです。この行政制度の調整を統一的かつ体系的に行う
ため、次の６つの基本原則に基づき、総合的に勘案し調整するものとしています。

行政制度調整の６基本原則

　１．一体性確保の原則 東吾妻町に移行する際、住民生活に支障のないよう速やかな一体性の確保に努めます。

　２．住民福祉向上の原則 住民サービス及び住民福祉の向上に努めます。

　３．負担公平の原則 負担公平の原則に立ち、行政格差を生じないよう努めます。

　４．健全な財政運営の原則 東吾妻町において健全な財政運営に努めます。

　５．行財政改革推進の原則 行政改革の観点から事務事業の見直しに努めます。

　６．適正規模準拠の原則 自治体の規模に見合った事務事業の見直しに努めます。

具体的な調整は････

　合併協議会は以下のように組織されていて、個々の行政制度について分科会から協議を始めて、それぞれの段階で
東吾妻町における行政制度の調整案を作成・協議し、最終的に合併協議会において東吾妻町の行政制度案として協議
されます。

東村・吾妻町合併協議会 役　　員　　会

事務局
総　務　部　会

　総務・人事・組織・消防交通分科会
　財 務 分 科 会
　税 務 分 科 会
　企 画 ・ 電 算 分 科 会
　議 会 事 務 局 分 科 会

住　民　部　会
　住 民 分 科 会
　福 祉 ・ 社 協 分 科 会
　健 康 ・ 環 境 分 科 会

産業建設部会
　農 林 分 科 会
　商 工 観 光 ・ 施 設 分 科 会
　建 設 分 科 会
　上 下 水 道 分 科 会

教   育   部   会
　学 校 教 育 分 科 会
　社 会 教 育 分 科 会

合併協議会
　法律に基づいて設置された協議会で、両町村長、両町村助役、両町村議会議
員２０名及び両町村長がそれぞれ指名する者１６名の計４０名で組織され、両
町村の合併に関する協議を行います。

役　員　会
　両町村長、両町村助役、両町村議会議長、東村議会合併対策研究会長及び吾
妻町議会合併対策特別委員長の８人をもって組織され、合併協議会に提案する
事項及び合併協議会長が必要と認める事項について協議又は調整を行います。

部　　　会 　両町村の課長・室長等により組織され、専門的な協議又は調整を行います。
分　科　会 　両町村の担当職員により組織され、専門的に協議又は調整を行います。
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